
松野町農業者物価高騰対策継続支援金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、エネルギー価格上昇に関連する資材等の物価高騰の影響

により農業経営に対する負担が増大していることを踏まえ、農業者及び農地

所有適格法人（以下「農業者等」という。）に対し、予算の範囲内において農

業に係る物価高騰対策継続支援金（以下「支援金」という。）を交付すること

により、農業の安定的な経営及び地域農業の継続に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 農業者 町内において農業を営む個人をいう。 

 ⑵ 農地所有適格法人 農地法（昭和27年法律第229号）第２条第３項に規定

する農地所有適格法人をいう。 

 ⑶ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第77号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団

をいう。 

⑷ 暴力団関係者 暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員その他暴

力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。 

（交付の対象者） 

第３条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する農業

者等とする。 

⑴ 令和７年分の住民税申告、所得税の確定申告又は直近の法人税の確定申 

告をしていること。 

⑵ 町内に住所（法人にあっては、主たる事業所の所在地）を有していること。 

⑶ 令和８年６月１日時点において、引き続き営農を行っていること。 

⑷ 暴力団又は暴力団関係者に該当しないこと。 

⑸ 交付申請日において、町税等を滞納していないこと。 

⑹ 松野町物価高騰に係る指定管理者等支援金交付要綱(令和８年告示第10

号）の規定による支援金の交付を受けていないこと。 

（対象経費） 

第４条 支援金の交付の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、令和

７年分の事業に係る種苗費、肥料費、飼料費、農薬衛生費、諸材料費及び動力

光熱費とする。 

（支援金の額） 

第５条 支援金の額は、対象経費の費目ごとに、当該費目の額に別表に定める価



格上昇率（負担率）を乗じて得た額を合算した額とする。この場合において、

算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものと

する。 

２ 前項の規定により算出された額が200,000円を超えるときは、支援金の額は

200,000円を上限とする。 

（交付の申請及び請求） 

第６条 支援金の交付を受けようとする者は、松野町農業者物価高騰対策継続

支援金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、町長に

提出しなければならない。 

⑴ 対象経費の額を証する書類（収支内訳書、青色申告決算書、法人の決算書

等の写し） 

⑵ 令和７年分の申告をしたことを確認できる書類の写し 

⑶ 振込先口座が確認できる書類の写し 

⑷ 町税等の滞納がない旨の証明書 

⑸ その他町長が必要と認める書類 

２ 前項第１号から第４号までに掲げる書類は、申請者が町が保有する情報の

確認に関する同意書（様式第２号）を提出した場合において、町長が町の保有

する情報により当該書類の内容を確認できるときは、その添付を省略させる

ことができる。 

（申請期間） 

第７条 前条第１項の申請は、令和８年７月１日から令和８年12月31日までの

間に行わなければならない。 

（交付及び不交付の決定） 

第８条 町長は、第６条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審

査し、適当と認めるときは、支援金の交付の決定をし、松野町農業者物価高騰

対策継続支援金交付・不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知す

るものとする。 

２ 町長は、審査の結果、支援金を交付しないことを決定したときは、その旨を

申請者に通知するものとする。 

（支援金の交付） 

第９条 町長は、前条第１項の規定による交付の決定をしたときは、第６条第１

項の規定による請求に基づき、速やかに支援金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し及び返還） 

第10条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した支援金の全部又は

一部の返還を命ずることができる。 



⑴ 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。 

⑵ この要綱の規定に違反したとき。 

⑶ その他町長が不適当と認めたとき。 

（対象者が死亡した場合の取扱い） 

第11条 対象者が令和８年６月１日以後に死亡したときは、その相続人は、対象

者に代わって支援金の交付の申請及び請求をすることができる。 

２ 相続人が２人以上あるときは、その全員を代表する者を定め、当該代表者が

前項の申請及び請求を行うものとする。 

３ 第１項の場合において、第３条の規定の適用については、同条各号に掲げる

要件は、死亡した対象者について判断するものとする。ただし、同条第４号及

び第５号に掲げる要件については、申請者である相続人についても該当しな

いものでなければならない。 

４ 第１項の規定により申請及び請求をしようとする相続人は、様式第１号に

第６条に定める書類のほか、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければ

ならない。 

 ⑴ 対象者の死亡の事実及び申請者が相続人であることを確認できる書類

（戸籍謄本その他これに準ずる書類の写し） 

 ⑵ 相続人が２人以上あるときは、相続人の代表者を定めたことを証する書

類（様式第４号） 

５ この条の規定により交付を受けた支援金の相続人間における分配について

は、町は責任を負わない。 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長

が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年７月１日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和９年３月31日限り、その効力を失う。 

 （この要綱の失効に伴う経過措置） 

３ 令和９年３月31日以前に交付決定された支援金については、前項の規定に

かかわらず、この要綱の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。 

 

別表（第５条関係） 費目別価格上昇率（負担率） 

費目 価格上昇率（負担率） 



種苗費 18.94％ 

肥料費 43.38％ 

飼料費 33.17％ 

農薬衛生費 17.76％ 

諸材料費 21.40％ 

動力光熱費 28.35％ 

 

 



様式第１号（第６条関係） 

 
松野町農業者物価高騰対策継続支援金交付申請書兼請求書 

 
年  月  日 

 

 松野町長         様 

（申請者）住  所              

氏名又は法人名              

電話番号              

 

 松野町農業者物価高騰対策継続支援金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり

支援金の交付を申請します。また、交付決定後は、支援金を下記の口座に振り込んで

いただきますよう請求します。 

 

記 

 
１ 支援金の支給申請額（請求額） 

申請（請求）額 円（補助上限額：200,000 円） 

 ※下記２の合計額（Ｃ）を 1,000 円未満切捨てで記入してください。 
  ただし、200,000 円を超える場合は、200,000 円とします。 

 

２ 対象経費及び支援金の額（令和７年分） 

費目 
対象経費の額

（Ａ）円 

価格上昇率 

（負担率）（Ｂ） 

支援金額 

（Ａ×Ｂ）円 

種 苗 費  18.94%  

肥 料 費  43.38%  

飼 料 費  33.17%  

農 薬 衛 生 費  17.76%  

諸 材 料 費  21.40%  

動 力 光 熱 費  28.35%  

合計（Ｃ）  

 

３ 振込先口座 

振 込 先 名 銀行・信用金庫・信用組合・農協 

支 店 名 本店・支店・本所・出張所    

口 座 種 別 普通 ・ 当座 

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義 人  

 ※口座名義人は、申請者と同名義人を記入してください。 



４ 誓約事項 

私は、次の事項について相違ないことを誓約します。 

チェック項目 誓約事項 

□ 
令和８年６月１日時点において、引き続き営農を行っていま

す。 

□ 
報告、調査又は修正のための措置を求められた場合に応じま

す。 

□ 
虚偽の内容を申請したことが判明した場合には、支援金を返還

することに異存はありません。 

 

  



様式第２号（第６条関係） 

 

町が保有する情報の確認に関する同意書 

 

年  月  日 
 

 松野町長         様 

 

（申請者）住  所              

氏名又は法人名              

 

松野町農業者物価高騰対策継続支援金の申請に当たり、交付要件の確認及び支援金

額の算定のため、松野町が保有する次の情報を、町の関係課が相互に利用して確認す

ることに同意します。 

 

１ 令和７年分の申告に関する情報 

２ 振込先口座に関する情報 

３ 町税等の納付の状況に関する情報 

 

 

-------------------- 以下松野町記入欄 -------------------- 

 

 

費  目 滞納の有無 
調査担当 

部署名 
確認日 担当者 

町民税 有  無    

固定資産税 有  無    

軽自動車税 有  無    

国民健康保険税 有  無    

後期高齢者医療保険料 有  無    

介護保険料 有  無    

保育料 有  無    

水道料 有  無    

住宅使用料 有  無    

備考 調査の対象は、申請者とすること。 

 

  



様式第３号（第８条関係） 

 

第  号 

年  月  日 

 

          様 

 

松野町長          

（公印省略）    

 

松野町農業者物価高騰対策継続支援金交付・不交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで申請のありました松野町農業者物価高騰対策継続支援

金について、松野町農業者物価高騰対策継続支援金交付要綱第８条の規定により、下

記のとおり決定しましたので通知します。 

 

記 

 

決 定 内 容 交付 ・ 不交付 

【交付の場合】  

交付 決 定 額 金           円 

支払 予 定 日  

【不交付の場合】  

不交付の理由  

 

  



様式第４号（第11条関係） 

 

相続人代表者選任届 

 

年  月  日 

 

 松野町長         様 

 

 

 下記のとおり、松野町農業者物価高騰対策継続支援金の申請及び請求に関する相続

人の代表者を選任しましたので届け出ます。 

 

記 

 

被
相
続
人 

氏 名  

死亡時の住所  

死 亡 年 月 日  

代 

表 

者 

氏 名  

住 所  

続 柄  

電 話 番 号  

 

 

私たちは、上記の者を相続人の代表者として選任し、本支援金の申請、請求及び

受領に関する一切の権限を委任します。 

相 

続 

人 

氏 名 
被相続人 
との続柄 

住    所 
署名又は

記名押印 

    

    

    

    

    

 


